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F-14 単なるアレルギー性鼻炎に対するインタール点眼液の投与について 

 

《令和元年 8 月 29 日新規》  

 

○ 取扱い 

 単なるアレルギー性鼻炎に対するインタール点眼液の投与は、原則とし

て認めない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 インタール点眼液の適応は「春季カタル、アレルギー性結膜炎」である。

アレルギー性鼻炎に対しては別に点鼻用のインタール点鼻液がある。 

 したがって、単なる「アレルギー性鼻炎」に対するインタール点眼液の

投与は、原則認められないと判断した。 

 


